
第２０号議案 

   足立区国民健康保険条例の一部を改正する条例 

 上記の議案を提出する。 

  平成１７年２月２３日 

            提出者 足立区長  鈴 木 恒 年 

 

   足立区国民健康保険条例の一部を改正する条例 

 足立区国民健康保険条例（昭和３４年足立区条例第１１号）の一部を

次のように改正する。 

 第１５条第１項中「に係るもの及び」を「に係るもの並びに」に改め、

「に規定する利子割額」の次に「、配当割額及び株式等譲渡所得割額」

を加え、「以下「利子割額」」を「以下「利子割額等」」に改め、同条

第３項中「利子割額」を「利子割額等」に改める。 

 第１５条の４第１項第２号中「３万２００円」を「３万２，１００円」

に改める。 

 第１６条の４第１項第１号中「１００分の３５」を「１００分の３８」

に改め、同項第２号中「１万８００円」を「１万２，０００円」に改め

る。 

 第１９条の２第１号ア中「１万８，１２０円」を「１万９，２６０円」

に改め、同号イ中「６，４８０円」を「７，２００円」に改め、同条第

２号ア中「１万２，０８０円」を「１万２，８４０円」に改め、同号イ

中「４，３２０円」を「４，８００円」に改める。 

   付 則 

（施行期日） 

１ この条例は、平成１７年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この条例による改正後の足立区国民健康保険条例第１５条第１項及

び第３項、第１５条の４第１項第２号、第１６条の４第１項並びに第



１９条の２の規定は、平成１７年度分の保険料から適用し、平成１６

年度分までの保険料については、なお従前の例による。 

 

 （提案理由） 

 保険料率を改定するとともに、地方税法の改正に伴い、規定を整備す

る必要があるので、この条例案を提出いたします。 


